
 

鎌倉市長選 ―市政の課題で全面的に信任されたわけではない 
市議 保坂 れい子 

 

市長選では、現職の松尾崇氏が新人 3 候補に大差をつけて 3 選を果たしました。神奈川ネットは市政

に新しい風を吹き込みたいと考え、草の根の市民に支持された元ＮＨＫ記者の飯田能生さんを勝手連で

応援しましたが、市長交代には至りませんでした。 

松尾市長は、選挙後のインタビューで、「市役所本庁舎を深沢に移転すると訴えて信任を得たのだから

その方向性で進めていく」と述べました。しかし、説明不足・合意形成の不十分さは度々指摘されてき

ました。可能性とリスクを比較できるよう、情報を徹底公開し、全市的議論を深めることが必要です。 

 

＝現在中間報告として示されている整備の方向性＝ 

市は、3 月に本庁舎は「移転して整備する」と方針を定めました。移転先は、市所有の低未利用の公

的不動産の利活用と併せて、全市的な視点から検討するとして、委員会を立ち上げました。その委員会

でのこれまでの検討を踏まえた中間報告では、「本庁舎は現在地から深沢地域に移転して消防本部や総合

体育館と一体となったエリアを形成させる」「現在地には市民サービスの窓口を残すと共に、中央図書館

や生涯学習センター機能を持ってきて鎌倉地域の公共施設の再編をはかり、民間との連携により賑わい

や憩いの創出する」とされています。また、10 月現在、民間が整備事業へ参入する意向があるかどうか

を調べるサウンディング型市場調査が行われているところです。 

＝ちょっと待って！ここが疑問 ＝ 

★移転先とされる深沢地域の整備は、修正土地利用計画案に沿って進め、対岸の村岡地区へＪＲ新駅を

誘致してもしなくても同計画案に変わりはない、と言うが、そんなことはあり得るのか？ 

★深沢移転の場合、交通アクセスはどうするのか？ 

★民間活力を導入し、できるかぎり税金を使わずに整備をするとのことだが、民間次第でよいのか？ 

★御成の現在地での本庁舎建替えでは床面積の確保が困難だとしながら、公共部分よりも床面積の大き

い民間施設と合築の複合施設を作るというのは矛盾しないか？ 

★現在地にどのような市民サービスの窓口、図書館、生涯学習スペース等を整備するべきか、どのよう

な民間施設との合築なら市民理解が得られるかの議論なしでサウンディングを先行させるのか？ 

 

 

 

 

新たな地方議員の年金制度にＮＯ！ 
 

議員を職員と 

見なして厚生年金に加入できるようにする！ 

自民・公明両党は、3 月 2 日、地方議員が厚生年金に加入できるようにする法案を今国会に提出する

方針を固めました。法案は、地方議員を地方公務員共済組合法上の「自治体職員」とみなして厚生年金

の加入資格を与え、保険料を自治体と議員が折半する仕組みを規定するものです。引退後の生活を安定

させることで、議員の「なり手不足」の解消をはかるのが狙いだとされています。 

 

旧制度による年金給付と一時金支払いに公費から 1兆 3600万円 

      国会議員の年金は、破格の厚遇への批判の高まりを受けて 2006年に廃止されました。一方、

地方議員年金の廃止は 2011年で、市町村合併などで議員数が減り、年金を運用していた議員

共済会の財政が悪化したのが原因でした。この時、廃止以前に掛け金を支払っていた地方議

員は①退任一時金として掛け金の 80％を受取ることができ、②3期 12年以上在職して掛金を

支払っていれば年金としての受給も選択できるとされました。 

制度廃止で議員の掛け金が入らなくなり、その財源は全額税金で賄われています。全国の

自治体は、議員共済会から毎年通知される基準額・負担率に従って負担金を支払っており、

給付対象者がいなくなるまでの 60年間で累計 1兆 3600億円の公費負担と推計されています。 

鎌倉市が 2012～2016 年度の 5 年間に共済会に支払った負担金の年額は、多い年で 9574 万円、少ない

年で 6140万円。現職議員 26人の政務活動費の交付総額 1560万円に比べても多額の支出です。 

 

新たな年金制度で、さらに年間 170～200億円！ 

制度廃止後も大きな公費負担が続いている議員年金ですが、法案が可決し、新たな議員年金制度がス

タートすると公費負担は新・旧ダブルになります。総務省の試算では、地方議員全員が厚生年金に入る

と、掛け金の半額を支払う自治体の負担は毎年約 170億円にのぼるとされています。 

非正規雇用が増え、厚生年金に入れず、国民年金の支払いも難しい人が多くいる中、議員だけを特別

扱いにして、負担増を国民に強いるのはおかしなことです。そもそも地方議員は自治体と雇用関係はな

く、無理なこじつけに批判の声が上がっています。 

議員のなり手不足が深刻なのは町村議会です。議員報酬が副業なしで生活していける額に満たないケ

ースが多い町村議員のなり手が、新たな議員年金制度の導入で増えるとは思えません。 

まずは手始めに地方議員年金を復活させるが、本当に復活させたいのは国会議員年金ではないかとい

う指摘もあります。法律を定めるのは国会です。国会議員が、自分たちのために自分たちに有利な法律

を作るとすれば、「お手盛り」の批判を免れません。 
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「市役所の深沢移転は決まったことなの？！」とよく質問されます。 

鎌倉市は、3 月末に市役所本庁舎を深沢地域整備事業用地に移転する方針を 

決めました。しかし、どのような新庁舎をつくるのか、移転後に跡地となる御 

成の現在地にどのような施設を整備するのかの検討は、今年度以降です。 

 

2018 年度は基本構想の検討、策定 

広報かまくら 5 月 1 日号には、「決まったこと」「これから検討していくこと」 

が色分けして示されています。 

決まったこと 深沢の 2.6ha の行政施設用地に、新市庁舎と消防本部、総合体育館を作る 

御成の現在地に行政の市民サービスの窓口(手続き・相談)機能を置く 

これから検討 深沢につくる本庁舎および現在地に整備する施設の具体のあり方・内容 

鎌倉市は、2018 年度は基本構想、2019 年度は基本計画をつくり、設計→工事→2025 年度の新庁舎オ

ープンを目指すとしています。議会は、4 月 4 日開催の全員協議会でこの方針について報告を受けました。

議会として現時点で議決しているのは、本庁舎整備に向けた関連経費(※)を含む 2018 年度予算です。 

  ※基本構想策定を支援する業務委託料(1,500 万円)、検討委員会設置のための委員報酬( 30 万円)等 

 

中身の議論に注目していく 

神奈川ネットは、現時点では、深沢移転の方針そのものに「待った」をかけるものではありません。

市役所が老朽化して手狭であることは事実であり、現在地で建て替えるとなると、高さ規制や埋蔵文化

財への配慮とさらなる耐震補強で現在の市役所よりも小さな建物しか建てられず、建替え時の仮庁舎の

確保も困難であるからです。しかし、市役所の深沢移転に対する最終的な判断は「これから検討してい

くこと」の具体の中身にかかっています。問われるべき課題は沢山あります。一部を下表に示しました。

鎌倉市に対し、広く市民意見の聴取に努め、課題に丁寧に向き合っていくよう求めていきます。 

 

 

市庁舎の深沢移転～中身の議論が成否を決める  市議 保坂れい子 

 ・交通アクセスの問題。職員通勤・市民来庁にかかる交通費の問題も。 

・どうすれば防災機能の向上、災害に強いまちづくりに役立つか 

・市有地の約３倍の広さのＪＲと個人地権者の所有地の土地区画整理事業と 

足並みをそろえられるのか。2019 年度に都市計画決定ができるのか。  

・採用可能な民間資金の活用手法はあるのか。 

 ・市民サービスの窓口に十分な機能と人の配置がされるのか 

・整備可能な約 14,100 ㎡の延べ床面積で、周辺の公共施設の集約先となり
うるのか。図書館、ホール、集会室等の公共スペースが十分確保できるか。 

・市民の財産である市有地を民間に提供することの市民合意をどうはかるか。 
例えば、鎌倉で働き、暮らすというライフスタイルをうたって、市役所を
移転させた土地に民間のオフィスを整備するのは適切な利活用か。 

 

（広報かまくら 2018.5.1 
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国の省庁で、杜撰な公文書管理が問題になっています。役人が文書隠しや改ざんを行っ 

た政治的な理由は、解明されなくてはなりません。同時に「公文書管理は憲法の定める国 

民主権を実現するためにある」(公文書管理法 第 1条)の再認識が必要です。 

国の情報公開・個人情報保護審査会の委員を３年間務めた森田明弁護士（写真）は「今 

般の状況は以前からあった。公務員は、公文書管理、情報公開の仕組みを頭では理解して 

いる。しかし、『これを公開してはまずい』という状況になると、『個人的メモ』を拡大解釈して行政文

書であることを否定したり、請求の対象となる文書を意図的に狭めて対応したりする」と指摘しています。 

同様の状況は自治体でも見られます。行政文書（公文書）は市民のものである、という意識を徹底させ

る意味でも、自治体における公文書管理条例の制定が急がれます。神奈川県内では、相模原市と藤沢市が

制定したのみです。神奈川ネットは、５年前から鎌倉市に公文書管理条例の制定を求めています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

情報公開請求のススメ 
公文書管理と情報公開は車の両輪です。鎌倉市政

について知りたいことがあり、市のホームページ

を見ても載っていない時は、情報 

公開の制度を利用してみてくださ 

い。公開文書１枚につき 10円か 

かります。 

「行政文書公開請求書」は市役所３階の行政資料

コーナーにあり、市のホームページからもダウン

ロードできます。公開請求書を、同コーナーに持

参するか、郵送・Faxで提出すれば請求は完了で

す。利用手続きをすれば電子申請もできます。 

 

情報公開請求を初めて行う時に一番戸惑うのは、

請求する文書の特定です。2010年度以降の市の保有

文書の「文書目録」が市のホームページ上で公開さ

れていますが、5月現在 2016年度分までです。 

「〇年○月○日～○月○日に行われた○○会議の

議事録及び会議資料」のように特定できなくても、

「〇〇について話し合われた会議の議事録と資料」

のような書き方でも OKです。また、請求書を書く

前に直接担当課に電話で問合わせたり、行政資料コ

ーナーで相談して、欲しい文書が過不足なく入手で

きるようにすることもお勧めします。 

 

 

 

６月２０日の会期末に向けた終盤国会で、与党ペースの状況が目立ってきています。 

地方議員を自治体職員に見なして厚生年金の加入資格を与える新たな議員年金制度をつくる法案は、自民

党のプロジェクトチームを中心に既に準備されています。掛け金の 2分の一が自治体の新たな負担となりま

す。他の法案審議が進めば、いつ提出されてもおかしくない状況です。 

いったん新たな制度ができてしまうと、旧年金制度の受給資格を持つ元議員への支給のための公費負担と

ともに自治体に二重の負担がのしかかります。神奈川ネットでは、政党・議員に「その法改正ちょっと待っ

た！」という声を届けるための専用ハガキを作成しました。反響は大きく、多くの声をあげていただいてい

ます。官製ハガキでも結構ですので、一人でも多くの声を「議員年金に賛成」（自民、公明、社民）または

「賛成・反対の態度保留」（立憲民主など）の政党・議員に届けてください。 

 

 

 

 

 

 

公文書管理を適正に行うのは「誰が主権者か」にかかることだから ! 

 
 

 
議員の引退
後の生活の
安定よりも
国民の将来
の不安に向
き合うべき 

 

新制度の試算
で、年金で 170
億円、医療保険
で110億円もの
負担が毎年生
じるなんてと
んでもない！ 

議員を市の
職員と見な
すのは無理
がある！ 

 

新たな議員の年金制度には反対します！      市議 あだち なほ 

 
議員年金復
活は、議員
のなり手不
足解消には
ならない。 

 

【参考】宛先は、神奈川 4 区を選挙区とする衆議院議員、神奈川県選出の参議院議員などへ！ 
●自由民主党本部 〒100-8910 千代田区永田町 1-11-23 ●立憲民主党 〒102-0093 千代田区平河町 2-12-4 

 

 


